
 

1 
 

新型コロナウイルス感染拡大に関する企業法務 

弁護士法人サクセスト編 

 
出典：東京弁護士会法友会製作 

「新型コロナウイルス感染拡大に関する企業法務緊急事態宣言発出を踏まえた第 2 版」 

 
  

【新型コロナウイルス感染拡大と賃金支払義務への影響等】 

 

【契約の不履行・履行遅滞責任】 

 

【イベントの開催の中止・延期に関する法律問題】 

 

【新型コロナウイルス感染拡大と下請法】 

  

【新型コロナウイルス感染等の個人情報の取得・第三者提供】 

 

【新型コロナウイルス感染拡大の影響と株主総会への影響】 
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 【新型コロナウイルス感染拡大と賃金支払義務への影響等】  
 

 

１ 賃金支払義務 
 

(１)緊急事態宣言・緊急事態措置を受け、会社側から健康な従業員に出社しないよう指示する場

合 

Ｑ１)緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス（COVID-19）に罹患していない健康な従業員を休

ませることとした場合は、賃金の支払義務はありますか？ 
 

A１）日本政府は令和 2 年 4 月 7 日に７都市に対し、緊急事態宣言を発出しました。これを受けて都府県も緊急事態

措置等の方策を講じています（以下では単に「緊急事態宣言」といいます。）。緊急事態宣言の発出前であれ

ば、あくまで企業が自主的に従業員を休業させるものとして、労働基準法第２６条に定める「使用者の責に帰

すべき事由による休業」に該当し、平均賃金の 6 割以上の額を休業手当として支払う必要があるという解釈が一

般的でした。 

緊急事態宣言後は、以下のように場合分けをして検討する必要があります。 

 

（ア）事業継続を求められている業種の場合 

事業継続が求められている業種の場合には、上記同様に企業が自主的に従業員を休業させるものとし

て、平均賃金の６割以上の額を休業手当として支払う必要があると解されます。 

 

（イ）休業要請を受けている業種の場合 

緊急事態宣言に基づき、都道府県知事から休業要請（特措法２９条９項）を受けた業種については、法律に

基づく休業要請であることから、基本的には労働基準法 26 条に定める「使用者の責めに帰すべき事由による休

業」には該当せず、休業補償は不要と考えられます。 

もっとも、休業要請はあくまで「要請」であり強制力があるものではないこと、休業要請に基づき店舗を

休業する必要はあるもののリモートワークによる業務実施が可能であるケースも考えられること等から、休

業補償を要するか否かについては、当該企業の業種・事業内容、休業する従業員の地位・業務内容、休業す

る必要性等を踏まえて個別的に判断する必要があるものと考えられます。 

 

（ウ）上記（ア）及び（イ）に該当しない業種の場合 

多くの企業は事業継続が求められているわけではなく、休業要請も受けていない業種に該当する場合に

該当するのではないかと思われます。どのように考えるべきでしょうか。 

行政から解釈が示されていないため、あくまで私見になりますが、①自主的な休業として賃金の６割以

上の休業補償が必要となるケースが多いものの、②使用者の責任があるとは言えず休業手当の支払が不要

となるケースも少なからず存在するものと考えます。 

休業要請を受けているわけではなく、企業は通常どおり事業継続が可能ですので、従業員を休業させる

場合には基本的には企業の自主的な休業指示として休業補償を行うべきと思われます。 

もっとも、今回の緊急事態宣言は、感染につながるヒトとヒトとの接触を極力減らし、もって新型コロナ

ウイルスの全国的かつ急速なまん延を防止しようとするものであり、接触の 8 割減が呼びかけられ、また可能

な限り在宅での勤務を要請されています。かかる状況下で、全てのケースで企業に対して休業手当の支払を求

めた場合、企業としては従業員を出勤させる方向に動くことになり、これでは緊急事態宣言の趣旨とは逆に感

染拡大に寄与する結果となってしまい本末転倒です。 

また、企業は従業員に対して安全配慮義務を負っておりますので、安全配慮義務を全うする意味でも、

従業員を休業させる必要がある場面は存在するものと思われます。 

したがって、（イ）の場合と同様に、休業補償を要するか否かについては、当該企業の業種・事業内 容、

休業する従業員の地位・業務内容、休業する必要性等を踏まえて個別的に判断する必要があるものと考えま

す。 
 



 

3 
 

 

なお、この問題については、近日中に厚生労働省が解釈を示すものと思われますので、そちらもご確認

いただければと思います。 

 

（２）従業員の新型コロナウイルス罹患が判明した場合 

Ｑ２)従業員が、保健所で検査の結果、自分が新型コロナウイルスに感染していたことがわかった

ので、会社を休む場合、賃金を支払う必要がありますか？ 
 

A２) この場合は、当該従業員本人の労働能力が低下し、職場におけるウイルス感染を惹起する可能性が高

く、労務提供ができないと評価できます。そして、この従業員が感染し、労務提供が不能となった原因 

が、職務や職場と関係ないものであれば、労働基準法 26 条の「使用者の責に帰すべき事由」にも該当しないも

のとして、休業補償を支払う必要はないものと考えられます。 

もっとも、当該従業員が職務を遂行する際や、職場で業務遂行中に新型コロナウイルスに感染したとか、

使用者が感染拡大のために必要な措置を講じていなかった場合には、会社側の帰責性が強いことから、「債

権者の責めに帰すべき事由」（民法 536 条 2 項）があるものとして全額の賃金支払義務が認められる可能性が

ありますから注意を要します。 

なお、会社側が賃金支払義務を負担しない場合でも、会社員であれば健康保険から傷病手当金の受給を受け

られる可能性があります。賃金の 3 分の 2 程度の補償が受けられると考えられますので、具体的な申請手続な

どは、加入する保険組合にお問い合わせいただければと思います。 

 

（３）新型コロナウイルスが流行している地域に出張させていた従業員が帰国した際に、当該従

業員を自宅待機させる場合                                                         

Ｑ３）当社の従業員を新型コロナウイルスが流行している地域に出張させておりましたが、近 時、

帰国いたしました。当社としては当該従業員をすぐに出社させることは、他の従業員に感染を拡

大させることになるので一定期間は自宅待機させるつもりです。自宅待機命令は認められます

か？ 

また、当社は、自宅待機中についても当該従業員に対して賃金支払義務を負うのでしょうか？ 
 

Ａ３）まず、会社は、雇用契約に基づく使用者の労働者に対する業務命令権により当該従業員に対し、自

宅待機を命ずることは可能です。 

次に、賃金支払義務についてですが、当該従業員が、新型コロナウイルスが流行する地域に赴任していた

のは、会社の業務命令に基づくものですから、「債権者の責めに帰すべき事由」（民法 536 条 2 項）があるも

のとして全額の賃金支払義務、あるいは少なくとも「使用者の責に帰すべき事由」（労働基準法 26 

条）があるものとして平均賃金の 6 割以上の支払義務が認められるものと解されます。 

 

（４）新型ウイルス対策として、短時間勤務とする場合                               

Ｑ４）当社は緊急事態宣言により休業要請は受けていない業種に属しますが、自主的に、どうし

ても出勤が必要な社員については時短勤務とし、通常の 8 時間勤務ではなく 7 時間勤務とすることを

検討しております。この場合、賃金を 8 分の７だけを支払うことで良いでしょうか？ 
 

Ａ４）労働基準法 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中の手当てとして平均

賃金の 6 割以上を支払なければならないとされており、1 日の一部を休業する場合には、その日について全体とし

て平均賃金の 6 割以上を支払うものと解されています。質問の事例が他の諸事情を勘案しても労働基準法 26 条

の「使用者の責に帰すべき事由」による休業と解される場合には、賃金の８分の７＝87.5％を支払う必要が

あるものと考えられます。 
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（５） 新形コロナウイルスの影響により整理解雇する場合                             

Ｑ５）新型コロナウイルスの影響で受注が減り、緊急事態宣言が発出されてますます深刻な事態

に立ち至っています。従業員をリストラしたいと考えていますが、どのような手順で行えばよい

でしょうか？ 

 

Ａ５） 

（ア）整理解雇とは 

リストラには、法律上の「整理解雇」が用いられることが一般的です。整理解雇は、普通解雇や懲戒解

雇とは異なり、従業員にその理由があるものではなく、会社側の事情に基づく一方的な解雇です。一方的

な解雇は従業員の職を奪い、生活基盤を失わせることとなるため、裁判上は厳格な要件のもとでしか認め

られないのが実情です。仮に、何らの検討もせずに従業員を整理解雇した場合、従業員からは解雇無効を

理由とする訴訟を提起され、場合によっては解雇が無効になり、さらには多額の賠償金を支払う必要がで

てくることもあります。 

従業員をリストラする場合、新型コロナウイルスによる業績悪化というやむを得ない理由であったとし

ても、よく手順を考えて実施することは経営者として必須です。 

 

（イ）整理解雇が有効となるための要件（要素） 

整理解雇は「最後の手段」とも呼ばれる雇用調整方法です。整理解雇が有効となるためには、判例上、 

①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③解雇者選定の合理性、④解雇手続の相当性という４つの要件が

あります。それぞれ解説していきます。 

 

①人員削減の必要性 

本当に人員整理をする必要があったのか、その必要性が要件となります。新型コロナウイルスによる整理解

雇に関する判例は、本記事執筆時点（令和 2 年 4 月 11 日）では公表されている限り出ていませんが、例えば、

どの程度受注が減ったのか、人件費が占める割合はどの程度なのか、企業のキャッシュフローはどの程度悪化

しているのか、今後どれほどの期間その状況が続くと見込まれるのか、などの事情は考慮されるものと考えら

れます。また、新型コロナウイルスの影響を受けた事業主については、政府から雇用調整金を受給できる場合

がありますので、それらを検討してもなお人員削減が必要であったか、という視点でも判断されることが考え

られます。 

訴訟となった場合にはこれらの事情を企業側が立証する必要がでてきますので、可能な限り、財務数値

などを元にした客観的なデータを準備しておく必要があります。 

 

②解雇回避努力 

上述の通り整理解雇は「最後の手段」とも呼ばれる方法ですので、整理解雇を避ける努力を尽くしたも

ののこれが避けられなかったことが要件となります。整理解雇に先行して、希望退職者の募集を行ってい

るか、役員報酬は削減したか、従業員の配置転換はできないか検討したか、などが一般的には考慮されま

す。新型コロナウイルスの影響に関するものでいえば、テレワークの導入や勤務時間短縮などにより業務

量の調整を図ることができなかったか、なども考慮要素になると考えられます。 

なお、解雇回避努力は全ての類型の従業員を同様に扱うことまでは求めていないため、例えばアルバイ

トやパート、派遣、非正規雇用社員、採用内定者の内定取り消しなど、正規社員の雇用を守るために非正

規社員の雇用調整を先行して行うことはあり得る選択肢です。 

 

③解雇者選定の合理性 

やむなく整理解雇を行う場合でも、誰を整理解雇の対象とするかは合理的かつ公平に選定する必要があ

ります。例えば、経営者や人事責任者の主観に基づき「あいつは気に食わないからこの機会に辞めさせよ

う」といった恣意的な選定をしてしまうと、有効な整理解雇として認められない可能性が高くなります。

従業員の年齢、勤続年数、勤怠、成績の優良・不良などの業務上の評価、労働者の生活への影響などの評

価等、一定の客観的な基準を設け、人員を選定する必要があります。 
 



 

5 
 

 

④解雇手続の相当性 

実際に整理解雇を行う場合には手順、手続も重要となります。労働協約がある場合は、整理解雇を行う

ために労働組合との協議を義務付ける条項を設けている場合も少なくありません。労働協約がない場合で

あっても、企業には誠意をもって従業員と協議すべき信義則上の義務がありますので、説明会で充実した

説明をすることや、整理解雇の対象となる従業員と個別面談を行い、丁寧な説明を心掛ける必要がありま

す。 

なお、整理解雇を行う場合であっても、労働基準法 20 条 1 項の適用はありますので、30 日前の予告、 

又は 30 日分以上の平均賃金（いわゆる解雇予告手当）を支払うことが必要です。他方で、退職金を支払う必要

があるかどうかは各社の退職金規程の内容によります。 

 

（ウ）まとめ 

以上のとおり整理解雇の要件は極めて厳格ですので、緊急事態宣言が発出され、ますます経営が厳しく

なっているという理由だけで整理解雇を行ってしまうと、後にさらに深刻なトラブルに陥ることになる可

能性があります。整理解雇を行う場合には、上述のような手続きを履践しつつ行う必要がありますので、

弁護士に相談しつつ進めて行くことを強くお勧めいたします。 

 

(6)新型コロナウイルスの影響による内定取消                                        

Ｑ６）当社では、昨年秋に学生数名に対し、内定通知を出しておりました。しかし、新型コロナ

ウイルスの感染拡大により、当社の売上は激減し、新卒の学生を採用しているどころではなくな

りました。そこで当社では、３月末ころに、この学生らに対し、内定を取り消す旨の通知を致し

ました。そうしたところ、当該学生らから、内定取消は無効であるとして、就労させるよう求め

られております。当社はこの要求に応じなければならないのでしょうか？ 
 

Ａ６）この問題については、まず内定も純然たる労働契約であることを理解する必要があります。労働契約

とは、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者

と使用者の間の契約」です。 

そして、学生が、内定通知を受領することにより労働契約が成立しますが、実際に就労するのは卒業後

の 4 月からということで、「始期付き」の労働契約ということになります。 

また、成績不良による卒業延期、健康状態の著しい悪化、経歴詐称などの重大な虚偽申告など、やむを

得ない場合には内定を取り消すことができる旨が内定通知に記載されることが多く、この場合には、内定

を取り消す権利が会社側に留保されることになるので、「解約権留保付き」の労働契約ということになり

ます。 

以上の意味で、内定の法的性質は、「始期付解約権留保付労働契約」ということになります。 

このように内定は労働契約そのものですから、内定取消しは労働契約の解約に該当することになりま

す。 

労働契約法 16 条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、そ

の権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しており、当該規定は内定取消しにも適用されますから、客

観的合理性と社会的相当性の 2 つの要件を充足しなければ内定取消は無効ということになります。 

この点に関し、最高裁昭和 54 年 7 月 20 日大日本印刷事件判決は、内定取消が許容できる場合について、「採

用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定

を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認す

ることができるものに限られる」と判示しています。 

それでは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により企業業績が著しく悪化したことを理由に内定取消

をすることが法的に認められるでしょうか？ 
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まず、企業業績の悪化という事情は、内定を受けた学生側にはまったく帰責性のない事情です。それに

も関わらず労働契約を取り消すという場合には相当に厳格な要件が課されることになります。判例は、内

定取消を整理解雇（経営不振や事業縮小など、使用者側の事情による人員削減のための解雇）と同様に解

し、上述した「整理解雇の 4 要件」を充足する場合にのみ内定取消が認められるとしています。 

新型コロナウイルスの影響により企業業績に深刻な影響を与えているとしても、これら 4つの要件を満たす

ことは非常に困難ですから、すぐに内定取消通知を学生に出すことはしてはいけません。内定取消しを回避す

るためにどのような努力をしたのか、内定取消しの対象とされる学生選定が合理的と言えるか、内定取消手続

が妥当と評価できるか、等々を慎重に検討していく必要があります。 

政府は、新型コロナウイルスの影響で内定取消が行われていることを憂慮して、令和 2 年 3 月 13 日に 

「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた 2020 年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び 

2019 年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮に関する要請について」を日本経済団体連合会、経済同友

会、日本商工会議所等に通知しました。 

そこには、2019 年度卒業・修了予定等の内定者について、① 採用内定の取消しを防止するため、最大限の経

営努力を行う等あらゆる手段を講じること、② やむを得ない事情により採用内定の取消し又は採用・入職時期

の延期を行う場合には、対象者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、対象者からの補償等の

要求には誠意を持って対応すること等が規定されていますから注意して下さい。 

いずれにしましても、一旦、内定取消通知を出してしまって、学生側から内定取消無効を争われると、

企業側としては非常に困難な対応を強いられることになりますので、弁護士と十分に協議して慎重に対応

するようにして下さい。 

 

２ 在宅勤務などのテレワークの導入 

（1） 就業規則の定め 

Ｑ７）当社では、新型コロナウイルスに対応するため、従業員に在宅勤務などのテレワークを実

施したいと考えております。就業規則に在宅勤務に関する定めがないのですが、現在、定めてい

る余裕がありません。従業員に在宅勤務をしてもらうことは可能でしょうか？ 
 

Ａ７）テレワークとは、在宅勤務（労働者の自宅で勤務する）やモバイル勤務（ノート PC やタブレット等を

利用して様々な場所で勤務する）、サテライトオフィス勤務（自宅近くや通勤途中の場所などメインのオフィ

ス以外の場所で勤務する）など、情報通信技術を活用して、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことを

言います。 

このようなテレワークは、原則として就業規則に定めがないと命ずることはできませんが、新型コロナ

ウイルスの感染防止を目的として、一時的措置として実施するのであれば、当該労働者の合意を得て、テ

レワークを実施することは可能であると考えられます。 

 

（2） テレワークの際の労働基準法令その他の留意点                                  

Ｑ８）新型コロナウイルス感染防止のため、従業員に在宅勤務その他のテレワークを行ってもら

う場合、会社としてはどのようなことに留意する必要がありますか？ 
 

Ａ８）テレワークを行う労働者にも、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法

等の労働基準関係法令が適用されることは言うまでもありません。ただし、労働者が通常の勤務と異なる

環境で就業することになりますので、労働時間の管理などさまざまな事項についてご留意いただく必要が

あります。 

テレワークを行う際の留意事項については、平成 30 年 2 月 22 日に、厚生労働省が、「情報通信技術を利用した

事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を定めており、大変よくまとめられており参考にな

ります。ぜひよく読んでご対応ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.htm 

l 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html


 

7 
 

  【契約の不履行・履行遅滞責任】  
 

 

Ｑ１）当社は、製品製造会社ですが、新型コロナウイルスの感染拡大により、従業員の多数が感

染して欠勤者が続出しております。その結果、製品製造が遅延することになり、発注者である取

引先に対して、納期までに納品できないことになってしまいました。取引先は、当社に対し、納

品遅延により生じた損害を賠償するよう主張するのですが、当社としては、新型コロナウイルス

の感染拡大が原因であり、これを拒否しようと考えています。当社の主張は認められますか？ 
 

Ａ１）本件は、債務不履行に基づく損害賠償責任（民法 415 条 1 項）に関するものであり、当事者間の契約内

容に照らして判断することができる場合はこれに従うことになりますが、契約内容に定められていなかった

り、または不明確な規定しかなかったりした場合は、民法等の一般法に照らして判断することになります。

そして、後者の場合には、製品製造会社が納期までに納品できなくなった事情が、製品製造会社の故意又は

過失に基づくものとして、債務者の責めに帰すべき事由に該当するか、換言すれば、新型コロナウイルスの

感染拡大により、製品製造会社の従業員の多数が感染し欠勤者が続出したため、製品製造ができなくなり納

期までに納品できなくなったという事情が、取引上の社会通念等に照らして債務者に帰責できない事情とい

えるかが問題となります。 

一般に不可抗力とは、外部から生じた原因であり、かつ防止のために相当の注意をしても防止できない

ものをいい、たとえば、地震、水害などの自然災害、戦争、内乱などが不可抗力に含まれます。 

この不可抗力に該当するか否かは、人の力による支配・統制を観念することができる事象（自然現象・

社会現象）か否か、回避措置が十分か否か、代替措置があるか否か等によって判断されます。 

本件の場合は、新型コロナウイルスの感染拡大により従業員の多数がこれに感染して欠勤者が続出した

というのですから、人の力による支配・統制を観念することができない事象であり、外部から生じた原因

であるといえると考えられます。 

問題は防止のために相当の注意をしても防ぐことができないかどうかにあります。 

今回の新型コロナウイルスの感染拡大は、巨大地震が突如発生する場合とは異なり、昨年末に中国武漢

において発生してから、相当の時間を経て、徐々に日本でも感染が広がっていったものであり、中国での

感染拡大の状況を注視していれば、日本で感染拡大状況についても相当程度予見可能であり、納品遅延が

生じないよう回避措置を取ったり、多数の欠勤者が続出した場合に備えて代替措置を取ったりすることが

可能であったと評価される可能性があります。 

したがって、製品製造会社が、納品遅延により生じた損害の賠償義務を免れるためには、自社においてこ

れほどまでに従業員の多数に感染が拡大して欠勤者が続出することは予見することができず、納品遅延を未

然に防ぐための回避措置を十分取っており、代替措置も取り得なかったことなど、防止のために相当の注意

をしていたとしても、これを防ぐことができなかったことを立証する必要があるものと解されます。 

 

Ｑ２）当社は、緊急事態宣言を受けて休業することになりました。取引先に対する商品の納付や

サービスの提供ができなくなってしまいますが、当社が損害賠償責任を負うことはあるでしょう

か？ 
 

Ａ２）本件も、Ｑ１と同様、債務不履行に基づく損害賠償責任（民法 415 条 1 項）に関する問題です。まずは

当事者間の契約内容に照らして判断することができる場合はこれに従うことになりますが、契約内容に定め

られていなかったり、または不明確な規定しかなかったりした場合は、民法等の一般法に照らして判断す

ることになります。 

以下では、後者の場合について、緊急事態宣言に基づき都道府県知事から事業継続を求められている業

種の場合、休業要請を受けている業種の場合、またはいずれにも該当しない業種の場合に分けてご説明い

たします。 
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１ 事業継続を求められている業種の場合 

都道府県知事から事業継続が求められている業種の会社の場合には、これに反して会社が自主的に休業

しているため、休業が取引の社会通念等からしてやむを得ないとはいえないと考えられます。 

したがって、この場合は会社が取引先に対して損害賠償責任を負う可能性が高いと考えらえられます。 

 

２ 休業要請を受けている業種の場合 

この場合については、現時点では弁護士の間でも見解が分かれています。 

まず、都道府県知事からの休業要請はあくまで「要請」であり、強制力を伴うものではなく、休業する

か否かの最終的な判断は会社に委ねられているため、会社が休業した場合は自主的に休業したと評価する

見解があります。この見解によれば、会社は取引先に対して損害賠償責任を負うと考えられます。 

他方、要請に過ぎないといえども、新型コロナウイルスの全国的かつ急速なまん延を防止する目的で発

せられたものであり、かかる状況下で会社に対して契約上の債務の履行を求めた場合、会社としては事業

を継続させる方向に動くことになってしまい、これでは緊急事態宣言の趣旨とは逆に感染拡大に寄与する

結果となってしまいます。そのため、係る状況下では、会社は事業を継続することができず、休業は取引

の社会通念等からしてやむをえないものであるという見解が成り立ちます。 

編者の見解としましては、感染につながるヒトとヒトとの接触を極力減らし、接触の８割減が呼びかけ

られ、また、可能な限り在宅での勤務を要請されている現在の状況下においては、休業要請を受けた会社

にはその社会的責任として休業することが特に求められていると考え、休業について当該会社に責任を負

わせることは不相当であり、会社は取引先に対して損害賠償責任を負わないと考えます。 

もっとも、冒頭で述べたとおり、この問題については見解が分かれるところであり、個別の事案に応じ

て結論が異なる可能性がありますので、今後の司法上の判断等を注視していく必要がございます。 

 

３ 上記１または２のいずれにも該当しない業種の場合 

この場合についても、上記２と同様、見解が分かれます。 

一方では、休業要請すら受けていない以上、休業するか否かの判断は会社による任意のものであり、休

業は社会通念等からしてやむを得ないとはいえないないという見解があります。 

他方、休業要請を受けていないとしても、前述した会社の社会的責任に照らせば、会社には新型コロナ

ウイルスのまん延防止にできる限り協力することが求められているのですから、いかなる方法によっても

感染リスクを減らしながら契約上の債務を履行することができない場合には、休業は社会通念等からして

やむを得ないものであって、会社は取引先に対して損害賠償責任を負わないという見解も成り立ちます。

この問題についても、個別の事案に応じて結論が異なる可能性がありますので、今後の司法上の判断を注

視していく必要がございます。 
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  【イベントの開催の中止・延期に関する法律問題】  
 

 

Ｑ１）当社は、コンサートを開催する等のイベント興行を行う会社ですが、新型コロナウイルス

の感染拡大により、ライブコンサートを中止せざる得ない状況となりました。チケットを購入し

ているイベントに参加する予定であった顧客（以下「イベント参加予定者」といいます。）に対

し、チケット代金を払い戻す法的義務がありますか？ 
 

Ａ１）質問された点については、イベント参加予定者との契約において、イベントが中止となった場合の

払い戻しについてどのように規定されていたかによって結論が異なってきます。 

 

（1） イベント参加予定者との間で中止となった場合の払い戻しに関する合意条項がある場合

基本的には当該合意条項に従った処理がなされることになります。 

なお、契約条項中に、「地震、津波等の天災、火災、洪水、疫病、ストライキ又は戦争、その他これに類する不可抗

力に該当する場合にはチケット代金の払い戻しはできない。」というような免責条項が記載されていることがありま

す。もっとも、このように当該条項の中に「疫病」という文言が規定されていたとしても、新型コロナウイルスの

感染拡大という事象があったからといって、直ちに免責されるわけではないことに注意を要します。例えばイン

フルエンザが流行した程度では「疫病」には該当しないと判断されるものと思われますが、今般の新型コロナ

ウイルス感染症の流行が、罹患者数、罹患した場合の死亡率、政府や都道府県からの各種要請、緊急事態宣言

ないしいわゆるロックダウンの有無等の状況を踏まえ、社会への影響が多大で極めて危険な状況といえる段階に

至っている場合には、「疫病」に該当し、不可抗力であるとして免責されると判断される可能性が高いと考えます。

この場合には、チケット代金の払戻しに応じる義務はありません。 

 

（2） イベント参加予定者との間で中止となった場合の払い戻しに関する合意条項がない場合 

イベント参加予定者は、イベント参加契約に基づいて、契約に規定されているイベントに参加する権利

を有し、イベント開催者はイベントを開催する債務を負っているわけですが、債務者であるイベント開催

者の「責めに帰すべき事由」によらずにイベント開催者の債務が履行不能となったかどうかが問題となり

ます。 

最近の事例としても、多くのイベント主催者が、緊急事態宣言発令前に既に政府や都道府県からの自粛

要請にしたがってイベントを中止していましたが、某格闘技団体は県からの自粛要請に従わずにイベント

を開催したという事例があります。政府や都道府県からの自粛要請はあくまで任意のもので強制力がない

ことからすると、イベント開催者の債務が履行不能になっているといえるかどうか、また中止とする判断

をしたことが、開催者の「責めに帰すべき事由」に該当しないと判断できるかどうかは微妙なこともあり

得、一概に決することは困難です。 

もっとも、緊急事態宣言発令後の都道府県知事からの中止要請（特措法４５条２項）に基づきイベントを

中止した場合には、強制力はないものの法律に基づく要請であり、イベント開催者のイベント開催債務は社

会通念上履行不能となっており、また履行不能となったことについて開催者の「責めに帰すべき事由」はな

いと判断される可能性が高いと考えます（なお、この点、都道府県知事からの要請といえどもあくまで「要

請」であり、強制力を伴うものではなく、中止するか否かの判断はイベント開催者に委ねられているため、

自主的な中止として未だ履行不能になっていない、あるいは開催者の「責めに帰すべき事由」がないとはい

えないとする見解もあるところです）。 

そして、仮に、履行不能と評価でき、かつ開催者の「責めに帰すべき事由」に該当しない場合には、危

険負担の問題として、民法536条1項の債務者主義の原則により、イベント参加予定者はチケット代金の支

払いを拒むことができることになります。また、イベント参加予定者が契約解除をすることですでに支払

済みのチケット代金は不当利得ということになりますので、主催者は、イベント参加予定者に対して、チ

ケット代金を払い戻す義務を負うことになります。 
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Ｑ２）当社では、今回の新型コロナウイルス蔓延を理由に、都道府県知事からのイベント開催の

自粛ないし中止の要請に従い、イベント開催を中止する旨を発表しました。そうしたところ、イ

ベント参加予定者から、交通費や宿泊料相当額の損害を賠償すべきだと主張されています。この

ような要求に応ずる必要があるでしょうか？ 
 

Ａ２）この問題は、上述のチケット支払義務の問題とは別の法律問題となり、主催者側の債務不履行責任の

問題となります（民法415条）。 

主催者がイベントを開催できなかった原因は、都道府県知事からのイベント開催の自粛ないし中止要請が

出ており、これにより事実上イベントの開催が不可能な状況にあるからであり、そのような状況でイベン

ト中止の判断をすることについてイベント開催者に帰責性はないと判断される場合が多いと考えます。よっ

て、原則として、主催者側には故意または過失は認められず、債務者の「責めに帰すべき事由」は存しな

いので、交通費や宿泊料相当額の損害賠償義務は認められないことになるものと考えます。 

しかし、主催者側が、本来であればもっと早期にイベント中止を決定し、イベント参加予定者に中止の

事実を通知していれば、交通費や宿泊料についてキャンセル料が発生せずに済んだような場合には、決定

や通知の遅れが、主催者の故意または過失によるものとして、当該キャンセル料相当額について損害賠償

しなければならなくなる可能性がありますから、要注意です。 

 

Ｑ３）当社は、今回の新型コロナウイルス蔓延に伴い、都道府県知事からのイベント開催の自粛

ないし中止の要請に従って、断腸の思いで、イベント開催を中止しました。ところが、当該イベ

ントの会場となっている施設の事業者から、施設利用料金を全額支払うよう求めてきています。

当社はこの請求に応ずる必要があるのでしょうか？ 

また、当社は、この施設事業者に対し手付金を支払っているのですが、こちらについて返還請

求することはできないのでしょうか？ 
 

Ａ３）まず、施設事業者との契約条項を確認して、中止の場合の支払いの要否等について規定が存在すれ

ば、当該規定に基づいて決することになります。 

また、契約条項がないか不明確な場合には、施設事業者の施設を利用させる義務が履行不能になってい

るといえるかどうかによって結論が変わってきます。 

まず、都道府県知事からイベント開催の自粛ないし中止要請が出ていたとしても、施設事業者の債務の中核

は、施設を提供することでありこれ自体は履行可能ですので、原則として施設事業者の施設を利用させる義務

は履行不能になっていないと考えられます。その場合、契約に従い施設事業者はイベント開催者に対して、施

設の利用の提供をする（あるいはその履行準備をして通知等をする）ことで、イベント開催者に対して契約で

定められた施設利用料金の支払いを請求したり、またイベント開催者の施設利用料金の不払いを理由に契約解

除をして損害賠償請求をしたりすることができることとなります（この場合、イベント開催者は、支払った手

付金の返還を実質上受けられないこととなります。）。もっとも施設事業者とイベント開催者の契約において、「〇

〇のイベントのために施設を提供する」など特に開催イベントを特定・限定しているような場合には、都道府県知事

からの自粛ないし中止要請で当該イベントの開催が（事実上）不可能と評価できる状況になっていれば（少なく

とも緊急事態宣言下での特措法４５条２項に基づく中止要請の場合にはそのように評価できるといえます）、

施設事業者の上記債務も社会通念上履行不能になっていると評価できる余地はあります。その場合には、施設

事業者の施設を利用させる義務は、施設事業者の責めに帰すべき事由によらず履行不能になったものとして、

イベント開催者は反対債権である施設利用料金義務につき危険負担の原則（民法536条1項）により履行を拒め

ることとなります。この場合には、イベント主催者は、施設の事業者に対して、施設利用料金を支払う必要は

ありません。そして、イベント主催者がすでに手付金を支払っている場合には、イベント主催者が契約解除を

することにより当該手付金は施設事業者の不当利得となりますので、返還請求をすることができることになり

ます。 
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なお、都道府県知事からの要請が、イベント開催者に対するイベント開催の中止にとどまらず、施設事業者

に対する施設の使用制限・停止（特措法４５条２項）に及ぶ状況になっている場合には、施設事業者の施設を

利用させる債務が、施設事業者の「責めに帰すべき事由」によらずに履行不能になっていると評価できるかと

思います（ただ、この点について、異なる見解があり得ることはQ１の解説で述べたのと同様です）。この場合

には、イベント開催者は反対債権である施設利用料金義務につき危険負担の原則（民法536条1項）により履行

を拒めることとなります。 

 

Ｑ４）当社は、今回の新型コロナウイルス蔓延に伴い、都道府県知事からのイベント開催の自粛

ないし中止要請にしたがって、イベント開催を中止しました。ところが、当該イベントに際し て、

イベント出演者からは出演料を、会場スタッフからはアルバイト代金の支払いを求められていま

す。当社はこの請求に応ずる必要があるのでしょうか？ 
 

Ａ４）まず、イベント出演者や会場スタッフとの契約条項を確認して、中止の場合の支払いの要否等につ

いて規定が存在すれば、当該規定に基づいて決することになります。 

また、契約条項がないか不明確な場合には、まず、イベントの中止によりイベント出演者の出演債務や会

場スタッフの労務提供債務は履行不能となっており、履行不能となったことにつき出演者や会場スタッフと

いう債務者に帰責性がないか、その場合に、反対債権である出演料やアルバイト代の支払義務についてイベ

ント主催者が履行を拒めるかという危険負担の問題となります。イベントを中止したことについてイベント

主催者に帰責性がある場合には、危険負担の法理（民法536条2項）により、イベント主催者は出演料やアル

バイト代の支払を拒むことはできません。もっとも設問の事例において、都道府県知事からのイベント開催

の自粛ないし中止要請が出ており、これにより事実上イベントの開催が不可能な状況にある場合には、イベ

ント中止についてイベント開催者に帰責性はないと判断される場合が多いと考えます（少なくとも緊急事態

宣言下の特措法に基づく中止要請の場合には帰責性なしと判断される可能性が高いと考えます。ただし、異

なる見解があり得ることはQ１の解説で述べたのと同様です。）。この場合には、危険負担の原則（民法536条1

項）により、イベント開催者は出演料やアルバイト代の請求に応じる必要はないということになります。 

 

Ｑ５）当社は、有名アイドルタレントを呼んで大規模なイベント開催を企画し、イベント当日 に、

当該アイドルタレントのピンバッヂ等のグッズなどを販売するため製造事業者に商品の製造を委

託しておりました。今般の新型コロナウイルス蔓延に伴い都道府県知事から自粛ないし中止を要

請されたことから、イベント開催を中止することになり、これらの商品はすべて不要となりまし

た。当社としては、この製造事業者から商品を受領することを拒否し、代金支払を拒絶すること

はできるでしょうか？ 

 

Ａ５）この場合は、新型コロナウイルスの感染拡大によって、ピンバッヂその他のグッズの製造義務が履

行不能になったわけではなく、上述した危険負担の問題にもなりません。受領を拒否しても代金支払いを

拒絶することはできませんので、注意が必要です。 
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  【新型コロナウイルス感染拡大と下請法】  
 

 

Ｑ１）当社は、部品製造会社（資本金額 5000 万円）で、機械製造会社（資本金額 5 億円）から部品

の製造委託を受けています。当社は、契約どおりに部品を製造して機械製造会社に納品しようとし

たところ、機械製造会社から、「従業員から新型コロナウイルスの感染者が発生したことにより、

全従業員が濃厚接触者と判断されたため、保健所の指示により、全従業員の２週間の自宅待機の措

置を取らざるを得ないこととなった。この２週間は機械製造ができない状況なので、製造が再開で

きるまでは部品の納入を停止したい。」と言われております。我々としても死活問題ですが、どの

ように対応すれば良いでしょうか？ 

 
Ａ１）質問の件では、部品製造会社が機械製造会社に対し、部品の受領拒否が下請法に違反すると主張で

きるかが問題となります。下請法の適用を受ける否かは、取引内容や取引当事者の資本金額によって決せ

られることになります。例えば、委託取引の内容が本件のような部品の製造である場合には、親事業者の

資本金が 3 億円超で、下請け事業者の資本金が 3 億円であれば下請法の適用があることになります。 

 

詳しくは、公正取引委員会と中小企業庁から発刊されている以下のポイント解説下請法でご確認くださ

い。（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/151102pointkaisetsu.pdf） 

本件は、部品製造会社は資本金 5000 万円、機械製造会社の資本金は 5 億円ですので、下請法が適用されること

になります。 

質問の例では、発注者である機械製造会社が受領拒否を行っている事案ですので、下請法 4 条 1 項 1 号 

「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと」に該当する違法があ

るかが問題となります。 

そして、公正取引委員会が公表している下請法に関する運用基準 

（https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html）「第４ 親事業者の禁止行為 １ 受領

拒否」は、下請法 4 条 1 項 1 号にいう「下請事業者の責に帰すべき理由」に該当するものとして、下請事 

業者の給付の受領を拒むことが許容されるのは、下請事業者の給付の内容が下請法 3 条が定める契約書面に明

記された委託内容と異なる場合など、極めて限定された場合に限られています。 

そのため、全従業員が自宅待機の指示を受けたという事情だけでは「下請事業者の責に帰すべき理由」

に該当せず、親事業者である機械製造会社が受領拒否することは下請法に違反するものとして許されない

ことになると考えられます。機械製造会社としては、一時的に倉庫を借りて保管するなど、何らかの代替

的な方法を用いて部品を受領する必要があります。 

もっとも、全従業員が自宅待機の指示を受けただけでなく、部品の性質、大きさ、量などの個別具体的な事

情に鑑み、代替的な受領手段が存在せず、客観的に受領が不可能であるという事情が存在する場合には、相当

期間納期を伸ばすことは下請法の違反にしないとも考えられます。経済産業省が令和２年２月１４日に発表し

た「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する配慮について（要請文書）」

の問４（https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214011/20200214011-1.pdf）においても、このよう

な場合には当事者間でこのような事情の有無を考慮することが求められております。 

仮に受領の代替的な手段が存在すると考えられる場合には、下請事業者である部品製造会社としては、親

事業者である機械製造会社の受領拒否が①下請法に違反することを主張して、成果物である部品の受領を求

める、②公正取引委員会に相談し、調査や勧告をしてもらえるように促すということが考えられます。 

もっとも、下請法違反の主張を安易に行ってしまうと、発注者との継続的取引関係を悪化させてしまう

ことがあり、契約を打ち切られてしまう（そのこと自体が問題ですが）など本末転倒の結果となることが

あります。したがって、下請法違反の主張をしようとする場合には、弁護士とよく相談して作戦を立てて

対応することが肝要であると考えられます（このリスクについてはこの後に述べる各下請法違反について

も同様です。）。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/151102pointkaisetsu.pdf
https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214011/20200214011-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214011/20200214011-1.pdf


 

13 
 

 

Ｑ２）Ｑ１の例で、部品を指定の期日に納品したのに、機械製造会社から、新型コロナウイルス

の影響で資金繰りが一気に苦しくなったことを理由として、代金の減額を要求されたため、減額

に応じざるを得ませんでした。このような場合にはどのような対応をすれば良いでしょうか？ 

 
Ａ２）本件の場合は、親事業者である機械製造会社が代金の減額を求め，それに応じて減額しているので、

下請法４条１項３号にいう「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること」に

違反するかが問題となります。すなわち、下請代金の減額を禁止する下請法４条１項３号の規定は、下請

事業者保護の観点から、下請事業者が減額に同意している場合にも適用されると解されております。そう

だとすると、部品製造業者が減額に同意している場合であっても、下請法に違反するものとして、機械製

造会社は、公正取引委員会による勧告や指導を受けることがあります。 

また、下請法４条１項３号に違反した場合、減額に至る経緯や、減額の割合等を考慮して、下請法４条

１項３号の趣旨に照らして不当性が強いときには、減額の合意が公序良俗に違反して無効となることがあ

り得ます（東京地裁平成２２年５月１２日判決）。 

そこで、下請事業者である部品製造会社としては、合意に基づく下請代金の減額であっても、下請法４ 条

１項３号の趣旨に照らして不当性が強く公序良俗に違反して無効であると主張して、全額の支払いを要求

する、②公正取引委員会に相談して勧告や指導を要請するという手段を検討することになります。 

 

Ｑ３）親事業者である機械製造会社から、「新型コロナウイルスの感染拡大の影響で資金繰りが

厳しい。部品代金の支払いとして、サイト１５０日の手形を交付するのでそれで受けてもらいた

い。」と言われました。しかし、このような長期サイトの手形では銀行で手形割引してもらうこ

とができず、大変困っております。なんとかなりませんでしょうか？ 

 
Ａ３）本件は、下請法４条２項２号にいう「一般の金融機関・・・による割引を受けることが困難である

と認められる手形を交付すること」に該当する違反が認められるかが問題となります。 

割引を受けることが困難な手形とは、一般的に、その業界の商慣習、親事業者と下請事業者との取引関

係、その時の金融情勢等を総合的に勘案して、妥当と認められる手形期間を超える長期の手形のことをい

います。概ね手形サイトは、繊維業は９０日、その他の業種は１２０日とされていますから、それを超え

てくると割引困難な手形とされる可能性が高いといえます。本件の手形は、手形サイトが１５０日という

ことですから割引困難な手形と評価できます。 

したがって、部品製造業者としては、親事業者である機械製造会社に対し、下請法違反を理由に、割引

困難な手形の受領を拒否し、適正な手形サイトでの支払いを求めることや、公正取引委員会に相談をして

勧告や指導を要請するという対応が考えられます。 
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  【新型コロナウイルス感染等の個人情報の取得・第三者提供】  
 

 

Ｑ１）当社の従業員が、先日、取引先の従業員と長時間にわたって商談をしたのですが、その 後、

その取引先の従業員の中から、新型コロナウイルスの感染者が出たとの噂を聞きました。当社と

しては、取引先の従業員と面談した当社従業員を今後いかに処遇すべきか検討するため、取引先

の従業員が新型コロナウイルスに感染しているか否か等の情報を取得したいと考えておりますが、

許されますか？ 
 

Ａ１）新型コロナウイルスに感染しているという情報や、PCR 検査で陽性反応が出たという情報は、

要配慮個人情報（個人情報保護法２条３項）に該当します。 

したがって、これらの情報を取得する場合には、原則として、本人である取引先の従業員の同意を得る

ことを要することになります（個人情報保護法１７条２項）。 

この場合、原則として、これらの情報の取得の経緯などを確認し、その記録を作成・保存しなければなり

ません（個人情報保護法２６条１項、３項、４項）。 

但し、本人の同意を得ることが困難であり、かつ、①人の生命・身体の保護のために必要がある場合、

または②公衆衛生の向上のために特に必要がある場合には、例外として、本人の同意なくして、要配慮個

人情報を取得することができます（個人情報保護法１７条２項２号・３号）。この場合、例外として、こ

れらの情報の取得の経緯などを確認・記録義務については適用されません（個人情報保護法２６条１項但

書）。 

したがって、本件においても、取引先の従業員が重症化し、本人の同意を得ることが困難である場合に

は、②に該当するものとして、当該従業員の同意を得ることなくして、当該従業員が新型コロナウイルス

に感染しているという情報を取得することができます。 

 

Ｑ２）Ｑ１の例で、当社の従業員は健康なようなのですが、当社の従業員の家族が新型コロナウ

イルスに感染したという噂を耳にしました。当社は当該従業員から情報を取得して、当該従業員

の処遇を決めたいと考えておりますが、どのような手続きを経れば良いでしょうか？ 

 
Ａ２）まず、従業員の家族が新型コロナウイルスに感染したという情報を取得するに際し、家族の内の

誰が感染したかがわからない形で取得する場合であれば、要配慮個人情報に該当しないので、感染した

家族本人の同意を得ることなく、情報を取得することは可能です。 

これに対し、家族の内の誰が感染したかが特定できる形で情報を取得する場合には、当該感染した家族

の要配慮個人情報に該当するので、原則として、感染した家族本人の同意を得ることが必要です。この場

合、原則としてこれらの情報の取得の経緯などを確認し、その記録を作成・保存しなければなりません。

但し、当該感染した家族が重症化し、本人から同意を得ることが困難であり、かつ、①人の生命、身体の

保護のため必要がある場合、または、②公衆衛生の向上のために特に必要がある場合には、本人の同意な

く、要配慮個人情報を取得することができます（個人情報保護法１７条２項２号・３号）。この場合、 

例外として、これらの情報の取得の経緯などを確認・記録義務については適用されません。 

したがって、本件においても当該感染した家族が重症化し、本人の同意を得ることが困難である場合に

は②に該当するものとして、感染した家族本人の同意を得ることなく情報を取得できると考えられます。 

 

Ｑ３）当社従業員が新型コロナウイルスに感染していることが判明したので、当社としては、 至

急、当該従業員が関係していた取引先や顧客、出入りしていたビルの管理者や近隣のテナントに

情報を提供しなければならないと考えています。当該従業員はすでに入院し隔離されている ので、

直ちには同意を得ることができません。どのように対応すれば良いでしょうか？ 
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Ａ３）取引先や顧客、出入りしていたビルの管理者や、近隣のテナントの立場で考えると、 Ｑ１、Ｑ２と同

様に、新型コロナウイルスに感染しているという要配慮情報を取得するに際しては、原則として、本人であ

る従業員の同意を得ることを要し、例外として、本人の同意を得ることが困難であり、かつ、①人の生命・

身体の保護のために必要がある場合、または②公衆衛生の向上のために特に必要がある場合には、本人の同

意なくして、要配慮個人情報を取得することができます。 

また、当該従業員が新型コロナウイルスに感染したという情報を個人データベースに入力して管理す

る場合には、個人データの第三者提供に関する規制を受けることになりますので、原則として本人の同意

が必要ということになります。この場合、原則として、その記録を作成・保存しなければなりません（個

人情報保護法２５条１項、２項）。 

但し、本人の同意を得ることが困難であり、かつ、①人の生命・身体の保護のために必要がある場合、ま

たは②公衆衛生の向上のために特に必要がある場合には、本人の同意なくして第三者に個人データを 提供す

ることができます。この場合、例外として、第三者提供に係る記録義務については適用されません（個人情

報保護法２５条１項但書）。 

したがって、本件においても、当該従業員が重症化し、本人の同意を得ることが困難である場合には、 

②に該当するものとして、当該従業員の同意を得ることなくして当該情報を第三者に提供することができ

るものと考えられます。 
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 【新型コロナウイルス感染拡大の影響と株主総会への影響】  
 

 

Ｑ１） 当社はもうすぐ定時株主総会を開催する予定ですが、新型コロナウイルスの感染拡大の影

響で延期したいと考えています。法的に可能でしょうか？ 

 
Ａ１）事業年度終了後 3 か月以内に定時株主総会を開催している会社が多いと考えられますが、会社法 

は、必ずしも事業年度終了後 3 か月以内に定時株主総会を開催しなければならないと規定しているわけではあり

ません。定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも、通常、天災その他の事由によりその時

期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで、その時期に定時株主総会を開催すること

を要求する趣旨ではないと考えられます。 

法務省もホームページ（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html）において、「今般の新 

型コロナウイルス感染症に関連し，定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生

じた場合には，その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えら

れます。」との解釈を示していますので、感染拡大防止に向け、延期も含めた対応策を慎重に検討するこ

とが必要であると考えられます。 

 

Ｑ２）当社では、すでに本年の株主総会の会場を予約しており、今から変更することは困難です

し、延期するとなると、議決権行使に関する基準日の公告を行う必要があるなど、延期は困難で

す。予定どおりに株主総会を開催する場合に、どのようなことに留意すべきでしょうか？ 

 

Ａ２） 

① 議決権行使書等による議決権行使のお願い 

近時の政府等による情報によれば、新型コロナウイルスは、密閉空間、人が密集し、密着した状況におい

てもっとも感染リスクが高まるといわれています。 

株主総会会場は、この感染リスクが高い状況となる可能性があります。したがって、株主総会を開催する

場合には、来場者数を抑制しつつ、議決権行使を促す対応を推し進め、特に、重症化し易いといわれる高齢

者や基礎疾患を有する方々に対しては、出席を差し控えるように積極的に促していくことが大事だと考えら

えられます。そのため、まずは自社ホームページや招集通知において、議決権行使書やインターネットによ

って議決権を行使するよう積極的に依頼することが大切です。 

そして、その際には、従来、株主総会に現実に出席した株主に、慣例的にお土産を提供していたなら、

今回はこれを提供しないことを明記し、反対に、議決権行使書等により議決権行使をした株主に対し、何

等かのプレゼント等のインセンティブを進呈するなどの工夫を凝らすと良いと考えられます。 

 
② 株主総会の短時間開催 

次に、新型コロナウイルスの感染は、上記の密閉・密集・密着の状況が一定時間以上継続するとますま

すリスクが高まると言われていますから、株主総会の開催時間を極力短くする工夫が必要です。 

もっとも、株主の発言時間を過度に短縮することは、株主総会の本質に悖るものとして適切ではありま

せんから、報告事項などは書面に記載して、一読するよう求めるのみで終了するなどを検討することが有

効であると思われます。 

 

③ ハイブリッド型バーチャル株主総会の開催 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
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単に株主に対して議決権行使書等による議決権行使を求めても、実際に株主総会の様子を知りたいとい

う株主も相当数いることと思います。 

そこで、株主が YouTube などインターネットを利用して、株主総会を傍聴できるような工夫も考えられ

ます。これはあくまでもインターネットを介して株主総会を傍聴するだけで、現実の株主総会には出席し

ない株主に対するサービスの一環として行われるもので、万一、通信障害が発生したとしても、株主総会

決議取消事由にもならないと考えられ、相当な方法であると考えられます。 

もっとも、現実に出席するわけではないので、議決権の行使は、事前に議決権行使書やインターネット

等による議決権行使をする必要がありますし、質問や動議の提出もすることができないことに注意を要し

ます。また、映像を配信する際には、現実に出席している株主が映ってしまう可能性があり、肖像権侵害

となるようなことが無いように十分に気を付ける必要があります。 

以上の方法をさらに一歩進めて、現実の株主総会開催場所とは異なる場所にいる株主が、インターネッ

ト等の手段を用いることにより、株主総会に会社法上適法に出席し、株主総会に現実に出席している株主

とともに審議に参加し、議決権を行使する「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」の開催も考えられ

ます。 

ハイブリッド型バーチャル株主総会については、令和 2 年 2 月 26 日に、経済産業省より策定された

「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」に詳しく説明されていますからぜひご参照ください。
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